
「賃貸等不動産の時価等の開示」に対応！ 
 

東京カンテイの「不動産時価・算定サービス」 
 

 
 
国際会計基準とのコンバージェンスに伴い、不動産の時価開示が進んでおりますが、平

成 22 年 3 月期より適用される「賃貸等不動産の時価等の開示（注記）」への対応はお済み

でしょうか。 

東京カンテイの「不動産時価・算定サービス」は、不動産の時価評価はもちろん、会計

監査・ＩＲ終了までトータルでサポートいたします。 
 

 

 
 
   
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名   称 内   容 資産の重要性 

１ 不動産鑑定評価書 本鑑定 「不動産鑑定評価基準」に準拠 重要性ある 

２ 調査報告書 簡易 本文（説明文）を簡略化 重要性乏しい 

３ 収益価格査定書 簡易 収益価格のみ査定 重要性乏しい 

    

 

 

 
 

 
 

「賃貸等不動産の時

価等の開示」に関す

る社内方針決定 

⇒物件ごとに時価の

算定方法（本鑑定評

価、簡易評価等）を決

定。 

「重要性」を判定 

○
時
価
の
決
定 

○
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別
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マ
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＊1 「重要性」の判断に役立つ「机上査定レポート」をご提供いたします。 

＊2  監査法人等からの質問に、社内の不動産鑑定士・公認会計士がお応えします。 

＊3  「含み益」「含み損」の要因は？ 周辺の賃料相場は？ 

       ⇒ＩＲ、株主総会等の参考情報をご提供いたします。 

＊4  次回以降の時価評価も効率的に行えるようお手伝いいたします 

お見積り 

「机上査定レポート」＊１ 

☆「重要性」に応じた

時価の算定 
決算・監査 

対応＊2

IR 対応 
＊3 

東京カンテイの「不動産時価・算定サービス」 

 
＊4 

無料相談･無料見積り実施中！！ 

賃貸等不動産の時価開示の流れ 
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～～～「固定資産の減損会計」「販売用不動産への低価法の強制適用」にも対応～～～

☆ 「重要性に応じた」時価の算定



東京カンテイ アセット事業本部 宛  FAX 03-5719-6642 
 

 

『不動産時価・算定サービス』のお問合せシート 
 

 

貴社名  

住所 〒 

お名前 TEL 

部署名 FAX 

ご担当者名 

お役職 e-mail 

◆ご相談内容（該当箇所にご記入／〇印を付けてください） 

【ご要望】：１．サービスの内容について詳しく聞きたい 

      ２．時価評価の見積が欲しい 

      ３．その他（                           ） 

【打ち合わせ法】：１．訪問してほしい    

２．電話で説明してほしい 

         ３．その他（                        ） 

【具体的な内容】 

 

物件住所   （                             ） 
  

面  積   （ 土地：    ㎡  ／ 建物：      ㎡） 
  

現況用途   （       ） 
  

権利の関係   土地（ 所有権 ・ 借地権 ） 
 

 納期のご希望 （ 有〔  月  日〕 ・無 ） 
 

 お見積もりには、上記内容が必要となります。 

 

【その他、ご自由にご記入ください】 

 

上記ご記入いただいた事項は、お問い合わせ内容のご確認、ご返答等に利用させていただきます。 

お問い合わせ先 

株式会社東京カンテイ アセット事業本部 不動産ソリューショングループ 
TEL：03－5719－3322 FAX：03－5719－6642 Ｅメール：asset@kantei.ne.jp 

担当：小澤（公認会計士）、近藤（一級建築士）、松本（不動産鑑定士） 

ＺＫ


